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  西郷村告示第４８号 

 

 

     平成２５年第２回西郷村議会定例会を、下記のとおり招集する。 

 

         平成２５年６月５日 

 

 

                     西 郷 村 長  佐 藤 正 博 

 

 

記 

 

          １．期  日   平成２５年６月１２日 

 

          ２．場  所   西 郷 村 議 会 議 事 堂 
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応 招 不 応 招 議 員 

 

・応招議員（１７名） 

１番 鈴 木 勝 久 君 ２番 真 船 正 晃 君 ３番 南舘かつえ君 

４番 藤 田 節 夫 君 ５番 金 田 裕 二 君 ６番 仁平喜代治君 

７番 秋 山 和 男 君 ８番 欠 員 ９番 小 林 重 夫 君 

１０番 白 岩 征 治 君 １１番 矢 吹 利 夫 君 １２番 上 田 秀 人 君 

１３番 高 木 信 嘉 君 １４番 後 藤  功 君 １５番 佐 藤 富 男 君 

１６番 室 井 清 男 君 １７番 大 石 雪 雄 君 １８番 鈴 木 宏 始 君 

・不応招議員（なし） 
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平成２５年第２回西郷村議会定例会 

議事日程（１号） 

                  平成２５年６月１２日（水曜日）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議案第５２号 復興交付金造成宅地滑動崩落緊急対策事業平成２４年度（繰 

             越明許費）東高山地区がけ地法面復旧工事請負変更契約につ 

             いて 

日程第 ４ 議案第５３号 復興交付金造成宅地滑動崩落緊急対策事業平成２４年度（繰 

             越明許費）勝負沢地区グラウンドアンカー工事請負変更契約 

             について 

日程第 ５ 議案第５４号 復興交付金造成宅地滑動崩落緊急対策事業平成２４年度（繰 

             越明許費）東高山地区地盤改良工事請負変更契約について 

日程第 ６ 議案第５５号 復興交付金造成宅地滑動崩落緊急対策事業平成２４年度（繰 

             越明許費）甲子ガーデン１地区地盤改良工事請負変更契約に 

             ついて 

日程第 ７ 議案第５６号 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業（地がけ特例）平成２３ 

             年度（繰越明許費）東高山地内切土法面復旧工事請負変更契 

             約について 

日程第 ８ 議案第５７号 白河地方広域市町村圏整備組合規約の変更について 

日程第 ９ 議案第５８号 平成２５年度西郷村一般会計補正予算（第１号） 

日程第１０ 議案第５９号 平成２５年度西郷村国民健康保険特別会計補正予算 

             （第１号） 

日程第１１ 議案第６０号 平成２５年度西郷村公共下水道事業特別会計補正予算 

             （第１号） 

日程第１２ 議案第６１号 平成２５年度西郷村農業集落排水事業特別会計補正予算 

             （第１号） 

日程第１３ 議案第６２号 平成２５年度西郷村水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１４ 議案第６３号 平成２５年度西郷村工業用水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１５ 報告第 １号 平成２４年度西郷村繰越明許費に係る繰越計算報告について 

日程第１６ 報告第 ２号 平成２４年度西郷村事故繰越しに係る繰越計算報告について 

日程第１７ 報告第 ３号 平成２４年度西郷村公営企業会計予算の繰越額使用計画の報 

             告について 

日程第１８ 報告第 ４号 白河地方土地開発公社経営状況報告について 

日程第１９ 発委第 １号 西郷村子ども診療所等誘致条例 
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・出席議員（１７名） 

１番 鈴 木 勝 久 君 ２番 真 船 正 晃 君 ３番 南舘かつえ君 

４番 藤 田 節 夫 君 ５番 金 田 裕 二 君 ６番 仁平喜代治君 

７番 秋 山 和 男 君 ８番 欠 員 ９番 小 林 重 夫 君 

１０番 白 岩 征 治 君 １１番 矢 吹 利 夫 君 １２番 上 田 秀 人 君 

１３番 高 木 信 嘉 君 １４番 後 藤  功 君 １５番 佐 藤 富 男 君 

１６番 室 井 清 男 君 １７番 大 石 雪 雄 君 １８番 鈴 木 宏 始 君 

・欠  員（１名） 

・欠席議員（なし） 

・地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

村 長 佐 藤 正 博 君 副 村 長 大 倉  修 君 

教 育 長 加 藤 征 男 君 
会 計 管 理 者 兼 
会 計 室 長 

金 田 勝 義 君 

参 事 兼 
総 務 課 長 

山 崎  昇 君 税 務 課 長 金 田 昭 二 君 

住民生活課長 保 坂 文 夫 君 
放 射 能 対 策 
課 長 

藤 田 雄 二 君 

福 祉 課 長 中 山 隆 男 君 健康推進課長 皆 川 博 三 君 

商工観光課長 渡 辺 文 雄 君 農 政 課 長 東 宮 清 章 君 

建 設 課 長 鈴 木 宏 司 君 企画財政課長 須 藤 清 一 君 

上下水道課長 池 田 有 次 君 学校教育課長 高 橋 廣 志 君 

生涯学習課長 相 川  博 君 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

近 藤 伸 男 君 

代表監査委員 鈴 木 光 明 君   

・本会議に出席した事務局職員 

参 事 兼 
議会事務局長 
兼 監 査 委 員 
主 任 書 記 

松 田 隆 志 
次 長 兼 
議 事 係 長 兼 
監査委員書記 

藤 田 哲 夫 

庶 務 係 長 池 田 早 苗   
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◎開会と開議の宣告 

○議長（鈴木宏始君） おはようございます。定足数に達しておりますので、ただいまか

ら平成２５年第２回西郷村議会定例会を開会いたします。 

   これから本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◎諸般の報告 

○議長（鈴木宏始君） 日程に入るに先立ち、議長より諸般の報告をいたします。 

   去る６月６日に開催されました福島県町村議会議長会定期総会において、１１番矢

吹利夫君が自治功労表彰を受けられましたのでご報告申し上げますとともに、ここで

表彰伝達を行います。 

   矢吹利夫君、前へお進みください。 

（表彰状伝達） 

○議長（鈴木宏始君） 受賞されました矢吹利夫君、まことにおめでとうございます。 

   次に、先月までの議長行動表、監査結果報告書、入札結果報告書、西郷村温泉健康

センター指定管理業務報告書、平成２５年第１回西郷村議会定例会会議録、平成

２５年第１回西郷村議会臨時会会議録をそれぞれお手元に配付しておりますので、ご

了承願います。 

   次に、一般質問の通告でありますが、本日正午締め切りですので、ご留意願います。 

   次に、これまでに受理しました陳情２件につきましては、会議規則第９２条の規定

により所管の常任委員会に付託いたします。 

   次に、地方自治法第１２１条の規定により、説明のため執行機関に対しあらかじめ

出席を求めておきました。本日の会議には、村長、副村長、教育長及び各担当課長が

出席をしております。 

   次に、執行部より、４月１日付の人事異動に伴う職員紹介の申し出がありましたの

で、これを許します。 

   総務課長。 

（総務課長、職員紹介） 

○議長（鈴木宏始君） それでは、本日の日程に入ります。 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（鈴木宏始君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   会議規則第１２０条の規定により、会議録署名議員に４番藤田節夫君、５番金田裕

二君を指名いたします。 

◎会期の決定 

○議長（鈴木宏始君） 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

   会期につきましては、６月１０日開催いたしました議会運営委員会において、お手

元に配付しました日程のとおり答申がありました。 

   おはかりいたします。 

   本定例会は、本日より６月２１日までの１０日間にしたいと思いますが、ご異議あ
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りませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 異議なしと認めます。 

   よって、会期は本日より６月２１日までの１０日間と決定しました。 

◎議案の上程（議案第５２号～報告第４号） 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、日程第３、議案第５２号より日程第１８、報告第４号ま

での議案１２件、報告４件を一括上程いたします。 

◎提案理由の説明 

○議長（鈴木宏始君） 提出議案に対する提案理由の説明を求めます。 

   村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 平成２５年第２回西郷村議会定例会に提案いたしました議案の大

要につきまして、ご説明を申し上げます。 

   本日提案いたしました議案は、議案第５２号「復興交付金造成宅地滑動崩落緊急対

策事業平成２４年度（繰越明許費）東高山地区がけ地法面復旧工事請負変更契約につ

いて」ほか、工事請負変更契約の議案が４件、白河地方広域市町村圏整備組合規約変

更の議案が１件、平成２５年度補正予算が６件の計１２議案と報告４件であります。 

   まず、議案第５２号「復興交付金造成宅地滑動崩落緊急対策事業平成２４年度（繰

越明許費）東高山地区がけ地法面復旧工事請負変更契約について」、議案第５３号

「復興交付金造成宅地滑動崩落緊急対策事業平成２４年度（繰越明許費）勝負沢地区

グラウンドアンカー工事請負変更契約について」、議案第５４号「復興交付金造成宅

地滑動崩落緊急対策事業平成２４年度（繰越明許費）東高山地区地盤改良工事請負変

更契約について」、議案第５５号「復興交付金造成宅地滑動崩落緊急対策事業平成

２４年度（繰越明許費）甲子ガーデン１地区地盤改良工事請負変更契約について」で

ありますが、工事に係る「平成２５年度公共工事設計労務単価について」の運用に係

る特例措置のため、工事請負契約の一部変更について、議会の議決を求めようとする

ものでございます。 

   次に、議案第５６号「災害関連地域防災がけ崩れ対策事業（地がけ特例）平成

２３年度（繰越明許費）東高山地内切土法面復旧工事請負変更契約について」であり

ますが、工事に係る内容変更に伴い金額に変更が生じたため、工事請負契約の一部変

更について議会の議決を求めようとするものであります。 

   次に、議案第５７号「白河地方広域市町村圏整備組合規約の変更について」であり

ますが、障害者自立支援法の改正に伴う白河地方広域市町村圏整備組合規約の変更に

ついて、地方自治法の規定により議会の議決を得ようとするものであります。 

   次に、議案第５８号「平成２５年度西郷村一般会計補正予算（第１号）」について

でありますが、平成２５年度西郷村一般会計補正予算（第１号）は、歳入歳出総額に

歳入歳出それぞれ１億３,４３７万５,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を

２０１億４３７万５,０００円とするものであります。 

   はじめに、歳入予算についてでありますが、国庫支出金につきましては、国庫負担
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金として障がい者医療費国庫負担金を２２２万４,０００円増額いたします。 

   県支出金につきましては、県負担金として自立支援給付事業負担金を１１１万

２,０００円増額いたします。県補助金につきましては、民生費補助金として、屋内

遊び場運営費補助のための安心子ども基金特例対策事業補助金を２ ,１１１万

６,０００円、商工費県補助金として、農産物検査機器用窒素自動発生器購入のため、

福島県消費者行政活性化交付金３３１万９,０００円を増額補正いたします。 

   農林水産業費県補助金につきましては、農産物風評被害対策サポート事業として、

ふくしまの恵み販売力強化事業補助金を３００万円、農地への放射性物質吸収抑制剤

配布事業として、福島県営農再開支援事業補助金１１７万８,０００円を計上いたし

ました。これらを主な内容として、総額２,９６７万７,０００円の増額となりました。 

   次に、繰入金につきましては、財政調整積立基金から７,５０５万６,０００円の増

額補正といたします。 

   次に、村債でありますが、国の被災地支援事業により、過去に借り入れした高利債

について、補償金免除の繰上償還が可能となり、低利債借り換えのため特定被災地方

公共団体借換債として２,２６０万円を計上いたします。 

   次に、歳出でありますが、総務費では総額８,４３２万３,０００円を計上いたしま

した。主なものといたしましては、庁舎周辺用地取得費として６,１９９万円、村の

農産物検査室で使用するゲルマニウム半導体検査機器用の窒素自動発生器購入費とし

て３３２万円、福島県営農再開支援事業として１１７万８,０００円を計上いたしま

す。 

   次に、民生費では、総額１,２４６万９,０００円を補正いたします。主なものとし

て、更正医療費等の扶助費として４４４万８,０００円、屋内遊び場エアコン設置等

工事費として８３０万４,０００円を計上いたします。 

   次に、衛生費では、総額２,２２１万６,０００円を補正いたします。主なものとし

て、塵芥処理に伴う白河地方広域市町村圏負担金を１,２８３万円増額するものであ

ります。 

   次に、農林水産業費では、総額９７万６,０００円を補正いたします。主なものと

して、小規模道水路整備事業として５０万円、新規就農者支援事業として１２０万円、

ふくしまの恵み販売力強化事業として３００万円をそれぞれ増額いたします。 

   次に、商工費、土木費、消防費、教育費では、人事異動に伴う給与等の予算組み替

えにより、それぞれの増減補正を行っております。 

   次に、公債費では、２,２８４万１,０００円を補正いたします。これは、国の被災

地支援として実施されます、過去の高利債に対する補償金免除繰上償還金のためのも

のでございます。 

   次に、債務負担行為の補正についてでありますが、補正理由といたしましては、住

宅除染の事業促進を図るため、今後発注を予定しているものについて、大規模及び複

数年にまたがる契約を可能とし、除染のスピードアップを図ることを目的とし、第

２表のとおり債務負担行為を追加いたします。 
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   次に、一時借入金の最高額の補正についてでありますが、補正理由といたしまして

は、除染事業等の支払いについて資金需要が通常より大きく、資金運用に支障を来す

おそれがあるため、借り入れ最高額を２０億円増額し、４０億円とするものでありま

す。 

   次に、議案第５９号から議案第６３号までの各特別会計補正予算につきましては、

それぞれの事業目的を達成すべく所要の補正を行うものでございます。 

   次に、報告第１号「平成２４年度西郷村繰越明許費に係る繰越計算報告について」

でありますが、地方自治法施行令の規定により、平成２４年度西郷村一般会計の事業

費を平成２５年度へ繰り越したので報告するものであります。 

   次に、報告第２号「平成２４年度西郷村事故繰越しに係る繰越計算報告について」

でありますが、地方自治法施行令の規定により、平成２４年度西郷村一般会計の事業

費を平成２５年度へ繰り越したので報告するものであります。 

   次に、報告第３号「平成２４年度西郷村公営企業会計予算の繰越額使用計画の報告

について」でありますが、地方公営企業法の規定により、平成２４年度西郷村水道事

業会計予算の繰越額の使用に関する計画を報告するものであります。 

   次に、報告第４号「白河地方土地開発公社経営状況報告について」でありますが、

白河地方土地開発公社の経営状況について、白河地方土地開発公社理事長から報告が

あったため、地方自治法の規定に基づき報告するものであります。 

   以上、本日提案いたしました議案の大要につきましてご説明いたしましたが、細部

につきましては、担当課長より説明させますので、ご審議の上、ご議決を賜りますよ

うよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（鈴木宏始君） 提案理由の説明が終わりました。 

◎議案内容の細部説明 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、議案第５２号から議案第５６号に対する細部説明を求め

ます。建設課長。 

（建設課長、議案書により細部説明） 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、議案第５７号に対する細部説明を求めます。総務課長。 

（総務課長、議案書により細部説明） 

○議長（鈴木宏始君） ここで、議案に関する資料を配付いたします。 

◎休憩の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 暫時休憩いたします。 

（午前１０時３３分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午前１０時３４分） 

○議長（鈴木宏始君） 議案第５８号に対する細部説明を求めます。企画財政課長。 

（企画財政課長、議案書により細部説明） 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、議案第５９号に対する細部説明を求めます。福祉課長。 
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（福祉課長、議案書により細部説明） 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、議案第６０号から議案第６３号に対する細部説明を求め

ます。上下水道課長。 

（上下水道課長、議案書により細部説明） 

◎休憩の宣告 

○議長（鈴木宏始君） これより午前１１時２０分まで休憩いたします。 

（午前１１時０１分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午前１１時２０分） 

○議長（鈴木宏始君） 休憩前に引き続き、提案理由に対する細部説明を続行いたします。 

   報告第１号、報告第２号に対する細部説明を求めます。企画財政課長。 

（企画財政課長、議案書により細部説明） 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、報告第３号に対する細部説明を求めます。上下水道課長。 

（上下水道課長、議案書により細部説明） 

○議長（鈴木宏始君） 続いて、報告第４号に対する細部説明を求めます。企画財政課長。 

（企画財政課長、議案書により細部説明） 

◎議案の上程（発委第１号） 

○議長（鈴木宏始君） 次に、日程第１９、発委第１号に対する提案理由の説明を求めま

す。放射能対策特別委員会委員長、佐藤富男君。 

○放射能対策特別委員会委員長（佐藤富男君） それでは、議員発議第１号「西郷村子ど

も診療所等誘致条例」の提案理由についてご説明を申し上げます。 

   提案理由につきましては、東京電力福島第一原子力発電所事故により放出されまし

た放射性物質から西郷村の子どもたちをはじめ、村民の健康を守るために必要な甲状

腺検査、内部被ばく等の早期発見、それから継続的な検査、そういったことにつきま

して、しっかりとした医療体制を整えて村民の放射能に対する不安を払拭する、そし

てまた、適切な治療を施していただくというようなことでの目的とした条例を今回提

案したわけでございます。 

   このような条例は、恐らく市町村において全国でも初めての条例ではないかと思い

ます。ですから、本来であれば村長がこの条例案を提出していただければ私は大変う

れしかったのでありますけれども、村長と私の間には放射能に対する考え方に大きな

温度差があるのだなというふうに私は理解をいたしております。 

   私は、放射能による健康問題については、非常に深刻に捉えております。最近、福

島県の県民健康調査に基づいて我が西郷村でも子どもたちの甲状腺検査が行われまし

た。その我が村においての検査結果につきましては、平成２５年２月１日現在、甲状

腺検査を行った３,４５１人の中から約４１％に当たる１,４２９人の西郷村内の子ど

もたちから結節や嚢胞が発見されました。本人はもちろん、保護者の方々の心情は大

変なものがあろうかと考えております。 
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   しかし、残念ながら福島県は、事故当時１８歳以下だった約３６万人について、

２０歳未満は２年に一度、２０歳以上は５年に一度、生涯にわたり甲状腺検査を続け

る計画だということであります。 

   甲状腺がんは、死亡につながるケースが比較的少ないと言われております。だから

といって安心することはできない。医師によっては発見できる率に違いが出てくるし、

放っておくと悪性になる可能性もあると指摘されております。 

   甲状腺がんは生存率も高く、治療も有効なため、がんの中ではかなりおとなしい部

類だということであります。そして、この甲状腺がんは情報戦だと言われております。

早い段階で有効な治療法を発見することが肝要になると指摘されております。 

   大半の甲状腺がんは、進行がゆっくりで治療効果が高いと言われております。子ど

もたちの病気を阻止し、健康相談、健康状態の把握、疾病の早期予防、早期発見、早

期治療こそが最も大事なのであります。 

   西郷村の最大の財産であります子どもたちの健康を徹底的に守っていく、保護者の

皆様の精神的な不安を一刻も早く取り除いていくんだというためには、いつでも身近

なところにいてもらえる、また、相談のできる診療所、病院、お医者さんが必要なの

であります。 

   甲状腺検査のために、遠くの福島県立医大やひらた病院まで行かなければならない

ような事態は一刻も早く解消しなければなりません。それこそが安心・安全な村づく

りの基本であります。 

   なお、本条例の中には、土地の取得や建物の取得に対する１００分の３０の奨励金

や、雇用に対する１人当たり１０万円の奨励金を３年間続けるというものも盛り込ん

でおります。また、村内において開設した開業医に対して、各５,０００万円を限度

とした開業資金、運営資金、設備資金貸付金制度も盛り込んであります。 

   これらの優遇措置が村民や子どもたちの健康を守るために必要かどうかは皆様の価

値観にお任せすることしかありませんが、今福島県から医師が流出しているという状

況を鑑みるときに、西郷村に病院を誘致するということは並大抵のことではありませ

ん。しかし、命こそかけがえのないものであります。家族に病人が１人出ただけでも

家族の心労ははかり知れませんし、生活基盤も根本的に失われてしまいます。 

   本条例が満場一致で採択されましたら、私も病院誘致に全力で奔走しますから、村

長、執行部も、プロジェクトをつくるなど積極的に病院誘致に行動されますことを心

から願い、提案理由の説明とさせていただきます。 

   ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木宏始君） １５番佐藤議員、ちょっとすみません。 

○放射能対策特別委員会委員長（佐藤富男君） 一部訂正をさせていただきます。 

   冒頭、私、議員発議と申し上げましたけれども、委員会発議ということに訂正させ

ていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（鈴木宏始君） 以上で説明が終わりました。 

◎散会の宣告 
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○議長（鈴木宏始君） これをもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 

   本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。 

（午前１１時３２分） 
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